
　鉛筆や消えるボールペンなどで書
かないでください。

　□には、あてはまるものに□のよ
うにしるしをつけてください。

　届け出られた事項は、人口動態調
査（統計法に基づく基幹統計調査、
厚生労働省所管）にも用いられます。

　子の名は、常用漢字、人名用漢字、
かたかな、ひらがなで書いてください。
子が外国人のときは、原則かたかな

で書くとともに、住民票の処理上必要
ですから、ローマ字を付記してください。
よみかたは、戸籍には記載されませ

んが、住民票の処理上必要ですから
書いてください。

　「嫡出子」とは、婚姻関係にある父
母間に生まれた子で、「嫡出でない子」
とは、婚姻関係にない父母間に生まれ
た子をいいます。
（記入例）嫡出子で最初の男の子の場合

□嫡 出 子 □男
　□嫡出でない子　  　□女

　筆頭者の氏名には、戸籍のはじめ
に記載されている人の氏名を書いて
ください。

　届出人は、原則として子の父又は
母です。
　やむを得ない事由により、子の父
又は母が署名できないときの届出人
は、左の順位になります。
　届出人が署名した後、届書を持参
する方は親族、その他の方でもさし
つかえありません。

　子の父又は母が、まだ戸籍の筆
頭者となっていない場合は、新し
い戸籍がつくられます。
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御持参いただくもの
母子健康手帳

年　　月　　日

書類調査

※出生届の手続について、悩みや困りごとがあれば、お近くの市区町村又は法務局にご相談ください。
出生届を届け出なければ、その子の戸籍がつくられず、不利益を被るおそれがあります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。　　無戸籍　法務省

　子が生まれた日を含めて14日以内に
本籍地、住所地又は、出生地のいずれ
かの市区町村役場に提出してください。

×
このたびはご出産おめでとうございます。
京都市では、出産という人生の大きな節目を迎えられる方を祝福し、
生涯の良き思い出となるよう、京都女子大学とコラボレーションして、
京都市オリジナル出生届を作成しました。
お子様の健やかなご成長を心からお祈り申し上げます。
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（署名又は押印）

（※押印は任意）

（令６.３）
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